
○

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
官
民
競
争
入
札
等
の
実
施
方
針
）

（
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
官
民
競
争
入
札
等
の
実
施
方
針
）

第
八
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
を
実
施

第
八
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
を
実
施

す
る
た
め
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
実
施
に
関
す
る
方
針
（
以

す
る
場
合
に
は
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
実
施
に
関
す
る
方
針

下
「
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
「
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

実
施
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

実
施
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

一

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る

事
項

一

官
民
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ

二

官
民
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ

ー
ビ
ス
の
内
容

ー
ビ
ス
の
内
容

二

民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ

三

民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ

ー
ビ
ス
の
内
容

ー
ビ
ス
の
内
容

（
削
除
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

改
革
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
方
針
に
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る

（
新
設
）

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

４

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を
定
め

３

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
民
間
事
業
者
が
特
定
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

部
分
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
民
間
事
業
者
が
特
定
公
共
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う
ち
そ
の
実
施
を
自
ら
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て

サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
そ
の
実
施
を
自
ら
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
業
務
の
範

、
民
間
事
業
者
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

囲
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

５

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
は

４

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
が
適
切
に
実
施
さ

、
当
該
聴
取
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
実
施
し
て

れ
る
よ
う
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
実
施
し
て
い
る
特
定
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
内

い
る
特
定
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー

容
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

６

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
実
施
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ

５

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
実
施
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ

を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
）

（
官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
）

第
十
六
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に
お
い
て

第
十
六
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に
お
い
て

官
民
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ
ー

官
民
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

ビ
ス
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。

２

官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
は
、
官
民
競
争
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
、
お
お
む

２

官
民
競
争
入
札
実
施
要
項
は
、
官
民
競
争
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲

ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

（
削
除
）

十
三

そ
の
他
地
方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項

３

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
格
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し

３

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
格
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
当
該
地

て
当
該
地
方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ
確
実

方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
（
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な
実
施
（
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
責
任
の
履
行
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る

同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
責
任
の
履
行
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

た
め
に
必
要
か
つ

小
限
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
か
つ

小
限
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
除
）

四

そ
の
他
地
方
公
共
団
体
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
事
項

４

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
お
い
て
は

４

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
お
い
て
は

、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
七
条

第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
実

第
十
七
条

第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
実

施
す
る
官
民
競
争
入
札
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条

施
す
る
官
民
競
争
入
札
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条

第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
一
条
第
三
項
中

用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
十
二
号
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び

「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規

第
十
二
条
中
「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条

定
す
る
合
議
制
の
機
関
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定

第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
」
と
、
同
条
中
「
第
九
条
第
二
項
第
五
号

す
る
評
価
の
基
準
に
従
っ
て
、
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
」

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
第
二
項
第
五
号
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
会

と
、
「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ

計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

る
の
は
「
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
の
議
を
経
な
け
れ

書
の
場
合
そ
の
他

も
」
と
あ
る
の
は
「

も
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
政
令

ば
な
ら
ず
、
第
十
六
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
評
価
の
基
準
を
定
め
て
い

」
と
あ
る
の
は
「
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
と
き
は
、
当
該
基
準
に
従
っ
て
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
十
三
条

第
一
項
中
「
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
六
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第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
そ
の
他

も
」
と
あ
る
の
は
「

も
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
）

（
民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
）

第
十
八
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に
お
い
て

第
十
八
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に
お
い
て

民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ
ー

民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
特
定
公
共
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

ビ
ス
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。

２

民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
は
、
民
間
競
争
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
、
お
お
む

２

民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
は
、
民
間
競
争
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲

ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
削
除
）

十
一

そ
の
他
地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項

３

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
格
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し

３

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
格
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
当
該
地

て
当
該
地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ
確
実

方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
（

な
実
施
（
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
責
任
の
履
行
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
た

同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
責
任
の
履
行
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

め
に
必
要
か
つ

小
限
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
か
つ

小
限
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
除
）

四

そ
の
他
地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
事
項

４

第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は

４

第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は

、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

四

地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
従
来
の
実

四

地
方
公
共
団
体
民
間
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
従
来
の
実

施
に
お
け
る
目
的
の
達
成
の
程
度

施
に
お
け
る
の
目
的
の
達
成
の
程
度

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
九
条

第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項

第
十
九
条

第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
実
施
す
る
民
間
競
争
入
札
に

及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
実
施
す
る
民
間
競
争
入
札
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一

項
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

項
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第

「
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第

九
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
評
価
の
基
準
に
従
っ
て
、
前
条
第
一
項
及
び

九
条
第
二
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
二
項
第
五
号
」
と
、
「
前

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
」
と
、
「
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員

条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
」
と
、
「
そ
の
評
価
を

会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
二
項
第
五
号

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
の
行
政
機
関
等
の
長
等
は
、
官

に
規
定
す
る
評
価
の
基
準
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
当
該
基
準
に
従
っ
て
評
価

民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「

を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
の
評
価
に
従
い
、
国

そ
の
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
の
評
価
に

の
行
政
機
関
等
の
長
等
が
作
成
し
た
第
十
一
条
第
二
項
の
書
類
の
内
容
よ
り
も

従
い
、
国
の
行
政
機
関
等
の
長
等
が
作
成
し
た
第
十
一
条
第
二
項
の
書
類
の
内

」
と
あ
る
の
は
「
前
条
の
評
価
に
従
い
、
」
と
、
「
有
利
な
申
込
み
を
し
た
民

容
よ
り
も
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
の
評
価
に
従
い
、
」
と
、
「
有
利
な
申
込
み

間
事
業
者
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
民
間
事
業
者
の
う
ち

も
有
利
な
申
込
み

を
し
た
民
間
事
業
者
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
民
間
事
業
者
の
う
ち

も
有
利

を
し
た
者
（
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
六

な
申
込
み
を
し
た
者
（
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
そ
の
他

も
」
と
あ
る
の
は
「

も
有
利
な
申
込
み

九
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
そ
の
他

も
」
と
あ
る
の
は
「

も
有
利

を
し
た
者
（

も
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項

な
申
込
み
を
し
た
者
（

も
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
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」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
国
の
行
政
機
関
等
が
官
民
競
争
入
札
対
象

「
第
一
項
」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
国
の
行
政
機
関
等
が
官
民
競
争

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
旨
、
そ
の
理
由
及
び
国
の
行
政

入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
旨
、
そ
の
理
由
及
び

機
関
等
の
長
等
が
作
成
し
た
第
十
一
条
第
二
項
の
書
類
の
内
容
に
関
す
る
事
項

国
の
行
政
機
関
等
の
長
等
が
作
成
し
た
第
十
一
条
第
二
項
の
書
類
の
内
容
に
関

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
で
定
め
る
も
の
」
と
読
み

す
る
事
項
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
で
定
め
る
も
の

替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
戸
籍
法
等
の
特
例
）

（
戸
籍
法
等
の
特
例
）

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
実
施
方
針
を
作
成
し
、
か
つ
、
官
民
競
争
入

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を

札
実
施
要
項
又
は
民
間
競
争
入
札
実
施
要
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ

、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）
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